
 

火
災
予
防
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
号
）
新
旧
対
照
表 

（
抄
） 

改

正

案 

現

行 
第
一
条
か
ら
第
十
一
条
の
四
の
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
防
火
管
理
技
能
講
習
の
登
録
講
習
機
関
） 

第
十
一
条
の
四
の
六 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 

イ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 

ロ 

講
習
の
業
務
の
実
施
日
程
、
実
施
場
所
の
確
保
、
講
師
の
選
任
及
び
解
任
の
要
件
、 

 

教
材
の
作
成
、
防
火
管
理
技
能
講
習
修
了
証
（
条
例
第
五
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
防
火
管
理
技
能
講
習
修
了
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
の
方
法
そ
の

他
の
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
て
適
切
な
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

  

四 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３
か
ら
17
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条
の
四
の
七
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
消
防
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
届
出
書
の
様
式
等
） 

第
十
六
条 

条
例
第
六
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
別
記
第
十
号
様
式
の
届
出
書
に
よ
り
、
同
条
第
二
号

に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
別
記
第
十
一
号
様
式
の
届
出
書
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
行
為

を
行
う
日
の
三
日
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
を
す
る
こ
と
が

急
を
要
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
行
為
を
行
う
当
日
ま
で
に
口
頭
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
が
で

き
る
。 

第
十
六
条
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
防
火
安
全
技
術
講
習
の
登
録
講
習
機
関
） 

第
二
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
十
一
条
の
四
の
五
ま
で 

（
略
） 

（
防
火
管
理
技
能
講
習
の
登
録
講
習
機
関
） 

第
十
一
条
の
四
の
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一
及
び
二 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

講
習
の
業
務
の
実
施
日
程
、
実
施
場
所
の
確
保
、
講
師
の
選
任
及
び
解
任
の
要
件
、 

 

教
材
の
作
成
、
防
火
管
理
技
能
講
習
修
了
証
（
条
例
第
五
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
防
火
管
理
技
能
講
習
修
了
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
及
び
回
収
の

方
法
そ
の
他
の
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
て
適
切
な
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

 

 

四 

（
略
） 

３
か
ら
17
ま
で 

（
略
） 

第
十
一
条
の
四
の
七
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で 

（
略
） 

（
消
防
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
届
出
書
の
様
式
等
） 

第
十
六
条 

条
例
第
六
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
別
記
第
十
号
様
式
の
届
出
書
に
よ
り
、
同
条
第
二
号

に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
別
記
第
十
一
号
様
式
の
届
出
書
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
行
為

を
行
う
日
の
三
日
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
を
す
る
こ
と
が

急
を
要
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
行
為
を
行
う
当
日
ま
で
に
口
頭
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
が
で

き
る
。 

第
十
六
条
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
防
火
安
全
技
術
講
習
の
登
録
講
習
機
関
） 

第
二
十
二
条 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一
及
び
二 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 



  
 

イ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 

ロ 

講
習
の
業
務
の
実
施
日
程
、
実
施
場
所
の
確
保
、
講
師
の
選
任
及
び
解
任
の
要
件
、

教
材
の
作
成
、
防
火
安
全
技
術
講
習
修
了
証
（
条
例
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
防
火
安
全
技
術
講
習
修
了
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
の
方
法
そ
の
他
の

講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
て
適
切
な
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

 

四 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３
か
ら
17
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
の
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
号
様
式
（
第
十
六
条
関
係
） 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

講
習
の
業
務
の
実
施
日
程
、
実
施
場
所
の
確
保
、
講
師
の
選
任
及
び
解
任
の
要
件
、

教
材
の
作
成
、
防
火
安
全
技
術
講
習
修
了
証
（
条
例
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
防
火
安
全
技
術
講
習
修
了
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
及
び
回
収
の
方
法

そ
の
他
の
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
て
適
切
な
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

 

四 

（
略
） 

３
か
ら
17
ま
で 

（
略
） 

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
の
四
ま
で 

（
略
） 

第
十
号
様
式
（
第
十
六
条
関
係
） 



 

 

第 十 一 号 様 式 か ら 第 二 十 六 号 様 式 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

 

第 十 一 号 様 式 か ら 第 二 十 六 号 様 式 ま で  （ 略 ）  
 

 


